


第６回主幹教諭研修「研修テーマに関する法規について」
	研修テーマ：カリキュラム・マネジメント



１　教育課程について
　教育課程とは，学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を子供の心身の発達に応じ，授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画であり，その編成主体は各学校である。しかしながら，学校かぎりの責任で編成できるわけではなく，教育基本法，学校教育法をはじめとした各種の法規，学習指導要領，さらに都道府県及び市町村教育委員会の基準，指導・助言に従う必要がある。各学校においては，学習指導要領等を受け止めつつ，子供たちの姿や地域の実情等を踏まえて，各学校が設定する教育目標を実現するために，学習指導要領等に基づきどのような教育課程を編成し，どのようにそれを実施・評価し改善していくのかという「カリキュラム・マネジメント」の確立が求められる。
　校長は，編成した教育課程を学年始めに教育委員会に届け出，又は承認を求める。学年の途中で変更する場合にも同様である。

【教育基本法】
（教育の目的）
第一条
　教育は，人格の完成を目指し，平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
（教育の目標）
第二条
　教育は，その目的を実現するため，学問の自由を尊重しつつ，次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一　幅広い知識と教養を身に付け，真理を求める態度を養い，豊かな情操と道徳心を培うとともに，健やかな身体を養うこと。
二　個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，創造性を培い，自主及び自律の精神を養うとともに，職業及び生活との関連を重視し，勤労を重んずる態度を養うこと。
三　正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重んずるとともに，公共の精神に基づき，主体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。
四　生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五　伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
（義務教育）
第五条
　国民は，その保護する子に，別に法律で定めるところにより，普通教育を受けさせる義務を負う。
２　義務教育として行われる普通教育は，各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い，また，国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
３　国及び地方公共団体は，義務教育の機会を保障し，その水準を確保するため，適切な役割分担及び相互の協力の下，その実施に責任を負う。
４　国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については，授業料を徴収しない。
（学校教育）
第六条
　法律に定める学校は，公の性質を有するものであって，国，地方公共団体及び法律に定める法人のみが，これを設置することができる。
２　前項の学校においては，教育の目標が達成されるよう，教育を受ける者の心身の発達に応じて，体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において，教育を受ける者が，学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに，自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

【学校教育法】
第二十一条
　義務教育として行われる普通教育は，教育基本法（平成十八年法律第百二十号）第五条第二項に規定する目的を実現するため，次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一　学校内外における社会的活動を促進し，自主，自律及び協同の精神，規範意識，公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。
二　学校内外における自然体験活動を促進し，生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三　我が国と郷土の現状と歴史について，正しい理解に導き，伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに，進んで外国の文化の理解を通じて，他国を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
四　家族と家庭の役割，生活に必要な衣，食，住，情報，産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
五　読書に親しませ，生活に必要な国語を正しく理解し，使用する基礎的な能力を養うこと。
六　生活に必要な数量的な関係を正しく理解し，処理する基礎的な能力を養うこと。
七　生活にかかわる自然現象について，観察及び実験を通じて，科学的に理解し，処理する基礎的な能力を養うこと。
八　健康，安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに，運動を通じて体力を養い，心身の調和的発達を図ること。
九　生活を明るく豊かにする音楽，美術，文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十　職業についての基礎的な知識と技能，勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
第二十九条
　小学校は，心身の発達に応じて，義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
第三十条
　小学校における教育は，前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
②　前項の場合においては，生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなければならない。
第三十三条
　小学校の教育課程に関する事項は，第二十九条及び第三十条の規定に従い，文部科学大臣が定める。
第四十五条
　中学校は，小学校における教育の基礎の上に，心身の発達に応じて，義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。
第四十六条
　中学校における教育は，前条に規定する目的を実現するため，第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
第四十八条
　中学校の教育課程に関する事項は，第四十五条及び第四十六条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い，文部科学大臣が定める。

(1) 小学校の教育課程
【学校教育法施行規則】
第五十条
　小学校の教育課程は，国語，社会，算数，理科，生活，音楽，図画工作，家庭，体育及び外国語の各教科（以下この節において「各教科」という。），特別の教科である道徳，外国語活動，総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
２　私立の小学校の教育課程を編成する場合は，前項の規定にかかわらず，宗教を加えることができる。この場合においては，宗教をもつて前項の特別の教科である道徳に代えることができる。
第五十一条
　小学校（第五十二条の二第二項に規定する中学校連携型小学校及び第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。）の各学年における各教科，特別の教科である道徳，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は，別表第一に定める授業時数を標準とする。

第五十二条
　小学校の教育課程については，この節に定めるもののほか，教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
第五十二条の二
　小学校（第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。）においては，中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため，当該小学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより，教育課程を編成することができる。
２　前項の規定により教育課程を編成する小学校（以下「中学校連携型小学校」という。）は，第七十四条の二第一項の規定により教育課程を編成する中学校と連携し，その教育課程を実施するものとする。
第五十二条の三
　中学校連携型小学校の各学年における各教科，特別の教科である道徳，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は，別表第二の二に定める授業時数を標準とする。
第五十二条の四
　中学校連携型小学校の教育課程については，この章に定めるもののほか，教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第五十三条
　小学校においては，必要がある場合には，一部の各教科について，これらを合わせて授業を行うことができる。
第五十四条
　児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は，その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
第五十五条
　小学校の教育課程に関し，その改善に資する研究を行うため特に必要があり，かつ，児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては，文部科学大臣が別に定めるところにより，第五十条第一項，第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三，第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）又は第五十二条の規定によらないことができる。
第五十五条の二
　文部科学大臣が，小学校において，当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の実態に照らし，より効果的な教育を実施するため，当該小学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり，かつ，当該特別の教育課程について，教育基本法（平成十八年法律第百二十号）及び学校教育法第三十条第一項の規定等に照らして適切であり，児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては，文部科学大臣が別に定めるところにより，第五十条第一項，第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三，第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）又は第五十二条の規定の全部又は一部によらないことができる。
第五十六条
　小学校において，学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として，その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては，文部科学大臣が別に定めるところにより，第五十条第一項，第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三，第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）又は第五十二条の規定によらないことができる。
第五十六条の二
　小学校において，日本語に通じない児童のうち，当該児童の日本語を理解し，使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には，文部科学大臣が別に定めるところにより，第五十条第一項，第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三，第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）及び第五十二条の規定にかかわらず，特別の教育課程によることができる。

(2) 中学校の教育課程
【学校教育法施行規則】
第七十二条
　中学校の教育課程は，国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，技術・家庭及び外国語の各教科（以下本章及び第七章中「各教科」という。），特別の教科である道徳，総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
第七十三条
　中学校（併設型中学校，第七十四条の二第二項に規定する小学校連携型中学校，第七十五条第二項に規定する連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。）の各学年における各教科，特別の教科である道徳，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は，別表第二に定める授業時数を標準とする。
第七十四条
　中学校の教育課程については，この章に定めるもののほか，教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
第七十四条の二
　中学校（併設型中学校，第七十五条第二項に規定する連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。）においては，小学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため，当該中学校の設置者が当該小学校の設置者との協議に基づき定めるところにより，教育課程を編成することができる。
２　前項の規定により教育課程を編成する中学校（以下「小学校連携型中学校」という。）は，中学校連携型小学校と連携し，その教育課程を実施するものとする。
第七十四条の三
　小学校連携型中学校の各学年における各教科，特別の教科である道徳，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は，別表第二の三に定める授業時数を標準とする。
第七十四条の四
　小学校連携型中学校の教育課程については，この章に定めるもののほか，教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第七十五条
　中学校（併設型中学校，小学校連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。）においては，高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため，当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより，教育課程を編成することができる。
２　前項の規定により教育課程を編成する中学校（以下「連携型中学校」という。）は，第八十七条第一項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し，その教育課程を実施するものとする。
第七十六条
　連携型中学校の各学年における各教科，特別の教科である道徳，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は，別表第四に定める授業時数を標準とする。
第七十七条
　連携型中学校の教育課程については，この章に定めるもののほか，教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第七十七条の二
　中学校は，当該中学校又は当該中学校が設置されている地域の実態に照らし，より効果的な教育を実施するため必要がある場合であって，生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認められるときは，文部科学大臣が別に定めるところにより，授業を，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。




【学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)(令和元年文科初第637号)】


２　学習指導要領について
(1) 法的拘束力と基準性
　学校教育法第33条により，小学校の教育課程に関する事項は，「文部科学大臣が定める」と規定されており，教育課程に関する事項を規定する権限を文部科学大臣に付与している。学校教育法施行規則は，この規定を受け，第52条において，「小学校の教育課程については，この節に定めるもののほか，教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。」としており，文部科学大臣が公示する「学習指導要領」を教育課程の基準とすべきことを示している。
学習指導要領の法的拘束力については，「教育内容の決定権は教師を中心とする国民にある」とする疑義がこれまで提起されてきたが，最高裁判所は，旭川学力テスト訴訟（最高裁判所大法廷判決昭和51年５月21日）以降，徐々に学習指導要領が法規としての性質を有するとの立場を強め始め，福岡伝習館高等学校訴訟（最高裁判所第一小法廷判決平成２年１月18日）以後は，学習指導要領が学校現場に対して法的拘束力を有するとの立場を明確に支持し，今日に至っている。
　平成10年版の学習指導要領では，“ゆとり”ある教育環境の創造と，特色ある学校づくりの推進を打ち出し，この目標達成のために，教育内容を基礎，基本に関わる事項に厳選することを明記している。しかしながら，学力低下批判が激化し，2002（平成14）年１月「確かな学力の向上のための2002アピール『学びのすすめ』」や同年「個に応じた指導に関する指導資料－発展的な学習や補充的な学習の推進－」等において，文部科学省は，学習指導要領の「最低基準性」を強調し，「発展的な学習」を容認する姿勢を強めていく。この流れを受け，発展的な学習に対する「はどめ規定」の記述の見直しを含む学習指導要領の部分改訂（平成15年改訂）が行われた。この部分改訂により，学習指導要領は，全ての学校が取扱い，誰もが学ぶべき事項を定めた「最低基準」となった。平成20年版学習指導要領において「はどめ規定」は原則削除され，平成29年版学習指導要領においても，学習指導要領の最低基準性が確認されている。現在，学校の裁量に応じ，この基準以上の学習を行うことが可能となっている。

　(2) 学習指導要領における教育課程の編成
　学習指導要領においては，教育課程の編成について，「教育課程の編成に当たっては，学校教育全体や各教科（・科目）等における指導を通して育成を目指す資質・能力を踏まえつつ，各学校の教育目標を明確にするとともに，教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努めるものとする。（略）」と示している。（小学校学習指導要領（平成29年告示）第１章の第２の１，中学校学習指導要領（平成29年告示）第１章の第２の１，高等学校学習指導要領（平成30年告示）第１章第２款の１）
　教育課程の編成・実施に当たっては，児童生徒が学校を卒業し社会に出た後も見通し，育成を目指す資質・能力を明らかにした上で，未来の姿から逆算して，現在の学年・教科・単元等でどのような指導を行うべきかという長期的な視点で行うことが重要であり，平成28年答申においても，各教科等で学ぶことを単に積み上げるのではなく，義務教育や高等学校教育を終える段階で身に付けておくべき力を踏まえて，各学校・学年段階で学ぶ内容を見直すなど，発達の段階に応じた縦のつながりと，各教科等の横のつながりを行き来しながら，教育課程の全体像を構築していくことが可能となる，とされている。学習指導要領では先の学校段階の学習指導要領等も踏まえ，円滑に学校段階間の接続が図られるよう工夫することについて示している。（小学校学習指導要領（平成29年告示）第１章の第２の４の(2)，中学校学習指導要領（平成29年告示）第１章の第２の４の(2)，高等学校学習指導要領（平成30年告示）第１章第２款の４の(3)）
　また，児童生徒に求められる資質・能力とは何かを学校と社会とが共有し，連携する「社会に開かれた教育課程」の観点から，学校と家庭や地域，企業等とが育成を図る資質・能力やその重要性，発達の段階に応じた指導や長期的な視点に立った資質・能力の育成などについて認識の共有を図ることが重要である。（教育課程部会における審議のまとめp.21）

 (3) カリキュラム・マネジメントの重要性
【総則編】小学校学習指導要領（平成29年告示）解説
第３章　第１節　４　　カリキュラム・マネジメントの充実（第１章第１の４）
　各学校においては，児童や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必　　要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと，教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジメント」という。）に努めるものとする。
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【総則編】小学校学習指導要領（平成29年告示）解説

学習指導要領等の理念を実現するためには，どのような教育課程を編成し，どのようにそれを実施・評価し改善していくのかという「カリキュラム・マネジメント」の確立が求められる。教育課程全体を通した取組を通じて，教科等横断的な視点から教育活動の改善を行っていくことや，学校全体としての取組を通じて，教科等や学年を越えた組織運営の改善を行っていくことが求められており，各学校が編成する教育課程を核に，どのように教育活動や組織運営などの学校の全体的な在り方を改善していくのかが重要となる。
[bookmark: _GoBack]こうした「カリキュラム・マネジメント」については，これまで，教育課程の在り方を不断に見直す側面から重視されてきているところであるが，「社会に開かれた教育課程」の実現を通じて子供たちに必要な資質・能力を育成するという新しい学習指導要領等の理念を踏まえると，これからの「カリキュラム・マネジメント」については，「各教科等の教育内容を相互の関係で捉え，学校の教育目標を踏まえた教科等横断的な視点で，その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。」，「教育内容の質の向上に向けて，子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき，教育課程を編成し，実施し，評価して改善を図る一連のPDCAサイクルを確立すること。」，「教育内容と，教育活動に必要な人的・物的資源等を，地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせること。」といった側面が重要となる。

３　学年・学期について
【学校教育法施行規則】
第五十九条
　小学校の学年は，四月一日に始まり，翌年三月三十一日に終わる。
第六十条
　授業終始の時刻は，校長が定める。
第六十一条
　公立小学校における休業日は，次のとおりとする。ただし，第三号に掲げる日を除き，当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会（公立大学法人の設置する小学校にあつては，当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ。）が必要と認める場合は，この限りでない。
一　国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する日
二　日曜日及び土曜日
三　学校教育法施行令第二十九条第一項の規定により教育委員会が定める日
第六十二条
　私立小学校における学期及び休業日は，当該学校の学則で定める。
第六十三条
　非常変災その他急迫の事情があるときは，校長は，臨時に授業を行わないことができる。この場合において，公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会（公立大学法人の設置する小学校にあつては，当該公立大学法人の理事長）に報告しなければならない。
【学校教育法施行令】
第二十九条
　公立の学校（大学を除く。以下この条において同じ。）の学期並びに夏季，冬季，学年末，農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日（次項において「体験的学習活動等休業日」という。）は，市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が，公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
２　市町村又は都道府県の教育委員会は，体験的学習活動等休業日を定めるに当たつては，家庭及び地域における幼児，児童，生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の体験的学習活動等休業日における円滑な実施及び充実を図るため，休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

【学習指導要領】
第1章　総則　第4　授業時数等の取扱い
１　各教科，道徳，特別活動及び総合的な学習の時間（以下「各教科等」という。ただし，１及び３において，特別活動については学級活動（学校給食に係るものを除く。）に限る。）の授業は，年間35週（第1学年については34週）以上にわたって行うよう計画し，週当たりの授業時数が児童の負担過重にならないようにするものとする。ただし，各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には，これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお，給食，休憩などの時間については，学校において工夫を加え，適切に定めるものとする。
２　特別活動の授業のうち，児童会活動，クラブ活動及び学校行事については，それらの内容に応じ，年間，学期ごと，月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。
３　各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は，各学校において，各教科等の年間授業時数を確保しつつ，児童の発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。

４　教科書の使用について
【学校教育法】
第三十四条
　小学校においては，文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
②　前項に規定する教科用図書（以下この条において「教科用図書」という。）の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）である教材がある場合には，同項の規定にかかわらず，文部科学大臣の定めるところにより，児童の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において，教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。
③　前項に規定する場合において，視覚障害，発達障害その他の文部科学大臣の定める事由により教科用図書を使用して学習することが困難な児童に対し，教科用図書に用いられた文字，図形等の拡大又は音声への変換その他の同項に規定する教材を電子計算機において用いることにより可能となる方法で指導することにより当該児童の学習上の困難の程度を低減させる必要があると認められるときは，文部科学大臣の定めるところにより，教育課程の全部又は一部において，教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。
④　教科用図書及び第二項に規定する教材以外の教材で，有益適切なものは，これを使用することができる。
⑤　第一項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。以下同じ。）については，政令で定める。
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【学校教育法第三十四条第二項に規定する教材の使用について定める件の一部を改正する件の公布及び施行等について（通知）（2文科初第2050号）】　

５　小学校専科担任制について
　小学校は，従来，学級担任制を基本とし，学級担任が全ての教科を担当していた。学校種と教科に対応する相当免許状主義が採用されている教員免許制度においても，音楽，美術，保健体育，家庭の教科の中学校教諭免許状を有する者についてのみ，小学校においてそれぞれの免許状に係る教科に相当する教科を担任する「専科教員」制度が経過措置的に認められている程度に過ぎなかった。しかしながら，2002（平成14）年中央教育審議会において，小学校の専科担任をさらに拡大すべきことが提言され，これを受けて，政府は，教育職員免許法の改正に踏み切った。これにより，国語，社会，理科，生活，総合的な学習の時間についても専科担任が可能となり，高等学校教諭免許状の保持者についても新たに小学校の専科担任ができるようになった。さらに，2017（平成29）年には，外国語活動，道徳，特別活動，宗教についても小学校専科担任が可能となっている。ただし，他校種の免許状を保持する者であれば誰でも専科担任になることができるわけではなく，文部科学省によれば，個々の教員の適正を見極めたうえで，個別に判断すべきものとしている。また，専科担任制の導入にあたっては，個々の児童に関する情報交換を十分に行うことも重要である。

【教育職員免許法】
第十六条の五
　中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は，第三条第一項から第四項までの規定にかかわらず，それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校若しくは義務教育学校の前期課程の主幹教諭，指導教諭，教諭若しくは講師又は特別支援学校の小学部の主幹教諭，指導教諭，教諭若しくは講師となることができる。ただし，特別支援学校の小学部の主幹教諭，指導教諭，教諭又は講師となる場合は，特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
２　工芸，書道，看護，情報，農業，工業，商業，水産，福祉若しくは商船又は看護実習，情報実習，農業実習，工業実習，商業実習，水産実習，福祉実習若しくは商船実習の教科又は前条第一項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は，第三条第一項から第五項までの規定にかかわらず，それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する中学校，義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭，指導教諭，教諭若しくは講師又は特別支援学校の中学部の主幹教諭，指導教諭，教諭若しくは講師となることができる。ただし，特別支援学校の中学部の主幹教諭，指導教諭，教諭又は講師となる場合は，特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
【教育職員免許法施行規則】
第六十六条の三
　免許法第十六条の五第一項に規定する教科に関する事項は，学校教育法施行規則第五十条第一項及び第百二十六条第一項に規定する外国語活動，同令第五十条第一項及び第百二十六条に規定する道徳，同令第五十条第一項及び第百二十六条第一項に規定する総合的な学習の時間，同令第五十条第一項及び百二十六条に規定する特別活動並びに同令第五十条第二項に規定する宗教とする。
２　免許法第十六条の五第二項に規定する教科に関する事項は，学校教育法施行規則第七十二条及び同令第百二十七条に規定する総合的な学習の時間とする。
３　任命権者又は雇用者は，免許法第十六条の五第一項の規定に基づき，第一項に規定する道徳又は特別活動の教授を担任する主幹教諭，指導教諭，教諭又は講師となる者に対し，必要な研修を実施するよう努めなければならない。
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